
30・1・15 6市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く）

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

情報公開制度・個人情報保護制度を紹介しま情報公開制度・個人情報保護制度を紹介しますす
 

【情報公開制度とは】
　市が保有する情報を、求めに応じて原則として
公開し、公正で透明な市政を推進する制度です。
市が保有する情報は、どなたでも市政情報の公開
請求をすることができます。
【公開の対象となる市政情報】
　職員が職務上作成し、または取得した文書、パ
ソコンなどで作成した電磁的記録、その他これら
に類するもので、市が保有しているもの
【公開できない市政情報】
　次の情報は公開されないことがあります。
渇法令などにより、公開できない情報
渇個人に関する情報
渇法人などの情報で正当な利益を著しく害すると
認められる情報
渇市政運営の執行に著しい支障が生じることが明
らかに認められる情報
渇公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生じる
ことが明らかな情報
【公開請求の方法】
　市政情報公開請求書を情報公開コーナー（市役
所第二庁舎６階）まで提出してください。
　郵送や東京電子自治体共同運営サービスでの電
子申請による請求もできます。
【公開の決定】
　請求を受けた日の翌日から原則７日（土曜・日
曜・祝日を除く）以内に公開・一部公開・非公開
の区分で決定し、書面で通知します。
【公開に必要な費用】
渇電子複写機による写しはコピー１枚１０円
渇その他の写しは、写しの作成に要する費用

開かれた市政を実現するため開かれた市政を実現するためにに
〈情報公開制度〈情報公開制度〉〉

 

【個人情報保護制度とは】
　市では、市民の皆さんの個人情報を収集・保
有・利用していますが、個人情報の取り扱いは、
プライバシーの侵害を防ぎ、基本的人権である個
人の尊厳の擁護についてのルールを定める必要が
あります。
　市は、個人情報の適正な収集・保有・利用の義
務を課し、皆さんには、自己に関する情報は自分
でコントロールすることができる権利を保障して
います。
【個人情報を守るために】
　個人情報の収集
　個人情報の収集や利用などは、その業務にとっ
て必要最小限の範囲で行います。
　人種・信条・社会的身分などの要配慮個人情報の
収集や利用などは原則として行いません。
　収集はその目的を示して、原則として本人から
直接収集します。
　保有個人情報の管理
　保有個人情報の目的外利用または外部提供は、
原則として行いません。
　保有個人情報は、正確で最新のものとし、漏え
いなどの事故を防止します。
　コンピュータで処理するときや業務を委託する
ときは必要な措置を講じます。
　個人情報の保有、利用状況を明らかにします。
【自己情報の開示等請求内容】
渇開示の請求
渇誤りがある場合は訂正の請求
渇規定によらないで収集等しているときは削除の
請求

プライバシーを守るためプライバシーを守るためにに
〈個人情報保護制度〈個人情報保護制度〉〉

渇規定によらないで目的外利用、外部提供をし、
またはしようとしているときなどは中止の請求
【開示ができない場合】
　本人に開示することが原則ですが、次の個人情
報は開示されないことがあります。
渇法令により、開示しないことが定められている
もの
渇他の個人情報を漏らすことになるとき
渇市の公正な職務執行に著しい支障が生じること
が明らかなもの
渇情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いて
公益上必要であると認めたとき
【自己情報の開示等請求の手続】
　情報公開コーナー（市役所第二庁舎６階）へ本
人確認できる書類（運転免許証、パスポートな
ど）をお持ちのうえ、お越しください。
【開示等の決定】
　請求を受けた日の翌日から原則７日（土曜・日
曜・祝日を除く）以内、訂正・削除・目的外利用
等の中止請求は、原則２０日（土曜・日曜・祝日を
除く）以内に決定し、書面で通知します。
【開示に必要な費用】
渇電子複写機による写しはコピー１枚１０円
渇その他の写しは、写しの作成に要する費用
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　情報公開決定および保有個人情報開示等決
定に不服がある場合は、決定のあったことを
知った日の翌日から３か月以内に不服申し立
て（審査請求）をすることができます。不服
申し立ては、第三者機関の情報公開・個人情
報保護審査会の審査を経て最終の決定となり
ます。
 総務課情報公開係（☎042-387-9926）問
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